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 ペイオフとは、預金保険制度に加盟する金融機関が経営破綻した場合、預金保険機構がその金融機関に代わって、その金融機関の預金者一人
当たり元本１千万円とそれにかかる利息を直接支払う制度です。元本１千万円を超える部分については、破綻金融機関の清算見込み額に応じて
預金者へ配分されることになります。平成１７年４月以降の預金保護の範囲は下記のとおりとなっております。
　当金庫は、充分な自己資本を確保しており、また、さらに自己資本の充実及び不良債権の処理等の財務内容の健全化を進めておりますので、安心して
ご利用ください。

■預金等の保護の
　範囲は？

預金等の分類
決済用預金

一般預金等

当座預金・利息のつかない普通預金等

平成17年４月から
全額保護（恒久措置）

合算して元本1,000万円とその利息等を保護利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てんの
ある金銭信託（トピックなど）等

保護対象外外貨預金、元本補てんのない金銭信託（ヒットなど）、金融債（保護預り専用商品以外のもの）等

「預金者保護法」に基づく偽造・盗難カード等による
被害補償について

（注）盗難カード被害の補償の対象となる期間は、被害を当金庫に通知した日から遡って原則３０日までです。

※電話連絡された後は、速やかにお取引店窓口にお越しいただき、所定の手続きを行ってください。その際、通帳のお届け印鑑をご持参下さい。

　平成１８年２月１０日から「預金者保護法」が施行され、偽造・盗難カード等を用いたＡＴＭからの不正な預金払戻し被害
について原則、当金庫が補償いたします。ただし、本人に「重大な過失」があった場合は偽造・盗難カードの被害とも補償
されません。また、本人に「過失」があった場合は、盗難カード被害は７５％の補償となります。
　つきましては、本人の「重大な過失」、「過失」となりうる場合の具体的事例は下記のとおりです。
　お客様におかれましても日頃のカード管理についてはくれぐれもご注意ください。

「本人の重大な過失」となりうる場合
❶本人が他人に暗証番号を知らせた場合
❷本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
❸本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
❹その他本人に❶から❸までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

「重大な過失」➡ 偽造、盗難カード被害とも補償されません。

通帳、カードをなくされた時の連絡先

「本人の過失」となりうる場合
1. 次の❶または❷に該当する場合
❶当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更
するように個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにも
かかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話
番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、か
つ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等（免許
証、健康保険証、パスポートなど）とともに携行・保管していた場合
❷暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記
し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

2. 1のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれか
に該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生し
たと認められる場合

❶暗証番号の管理
ア当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更

するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかか
わらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動
車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
イ暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話などの当金庫の取引以
外で使用する暗証番号としても使用していた場合
❷キャッシュカードの管理
アキャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につ
きやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態におい
た場合

イ酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカード
を容易に他人に奪われる状況においた場合

3. その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認め
られる場合

「過失」➡ 偽造カード被害は全額補償、盗難カード被害は75％を補償

●当金庫の通帳・キャッシュカード

平日（8：45～17：00）

お取引店または最寄のまつしんのお店に電話でご連絡
下さい。

休日（7：45～23：00）
平日（6：45～8：45／17：00～23：00）

フリーダイヤル　0120－793－714

●東北しんきんカード（VISA・JCB）
　国内でのカードの紛失・盗難に気づいたら、すぐにカード紛失・盗難受付デスクにご連絡いただくと同時に、最寄りの警察・
交番にもお届けください。

平日（９：００～１７：００　土・日・祝日休）

022－267－1331

左記時間帯以外、海外での紛失・盗難

ご利用カードの種類により受付窓口等が異なりますので、
詳しくは東北しんきんカードのホームページをご覧いた
だきお手続き願います。

　当金庫は、信用金庫法および金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針および当金庫が定める庫内規則に基づき、お客さまの
利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理（以下「利益相反管理」といいます。）し、もってお客さまの利益を保護するとともに、お客さまから
の信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。

１． 当金庫は、お客さまと行う取引を対象として利益相反管理を行
います。

２． 当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
⑴次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるお
それのある取引
①当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
②当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立ま
たは競合する相手と行う取引

③当金庫等が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た
情報を不当に利用して行う取引

⑵①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれの
ある取引

３． 当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げ
る方法その他の方法を選択し、またこれらを組み合わせること
により管理します。

①対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離す
る方法
②対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更す
る方法
③対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
④対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれが
あることについて、お客さまに適切に開示する方法

４． 当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置および責任者
の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定および利益
相反管理を一元的に行います。

　　また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令および庫内
規則等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を行います。

５． 当金庫は、利益相反管理態勢の適切性および有効性について定
期的に検証します。

利益相反管理方針

　当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、下記の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。

1． 当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販
売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品
説明をいたします。

2． 金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決め
いただきます。その際、当金庫は、お客様に適正な判断をして
いただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいた
します。

3． 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異な
る説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役
職員の知識の向上に努めます。

4． 当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧
誘は行いません。

5． 金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等
がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

金融商品に係る勧誘方針

二本松信用金庫の金融商品に係る勧誘方針

1． 保険商品その他金融商品の販売等にあたっては、各種法令等を
遵守し、適正な販売に努めてまいります。
●保険業法、金融商品の販売当に関する法律、消費者契約法お
よびその他各種法令を遵守いたします。

●お客さまに対し適切な勧誘が行えるよう自己研鑚に励み、商
品知識等の修得に努めます。

2． お客さまが適切な保険商品その他金融商品を選択できるよう
常に努力してまいります。
●お客さまの保険商品その他金融商品に関する知識、ご購入経
験、ご購入目的、財産状況等を総合的に勘案し、お客さまの意
向と実情に適合した説明に努めます。

●お客さまと直接対面しない保険販売（例えば通信販売等）を

行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さま
にご理解いただけるよう努めます。

3． 保険商品その他金融商品の販売に際しては、お客様の立場に
立ってお客様本位の勧誘に努めてまいります。
●お客様への勧誘に際しては、お客さまの意向に沿って、ご無理
のない時間、場所等十分な配慮に努めます。

●お客さまの様々なご意見等の収集に努め、保険商品その他金
融商品の販売等に反映していくよう常に努力します。

　なお、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のお
支払いに際し、迅速かつ的確に処理するよう努めます。
　また、お客さまに関する情報は適正に取り扱い、プライバシーの保
護を図ります。

　当代理店は、保険商品その他金融商品の販売等に関する勧誘を行うに際し、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき次のとおり勧誘方針
を定めましたので、ご案内させていただきます。

保険商品に係る勧誘方針

二本松信用金庫の保険商品に係る勧誘方針

二本松信用金庫の利益相反管理方針

預金保険制度（ペイオフ）について




